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案 件 名 プラスチック一括回収への対応について

内線

事案概要

令和４年４月１日施行「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、市町村おいては「プラ製品の分別収集・再商品化」が義
務化された。
令和6年度に実施したモデル事業の結果等を踏まえ、プラスチックの分別、回収、再商品化方法（プラスチック一括回収）及び開始時期について
諮るもの。

審議事項

・プラスチック一括回収を令和８年１０月より市内全域で実施することについて
庁議で決定

したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり承認する。

所　　　管 環境経済
局
区

部 資源循環推進 課 担当者
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・「市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量の削減」に貢献
・資源物の高品質化
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○（総務法制課長）実施時のＣＯ２削減量について、資料上、年度ごとの削減目標の４５％に相当する削減が可能
というように見えてしまうため、資料を修正いただきたい。
→（資源循環推進課長）承知した。
〇（総務法制課長）ベール化されたプラスチックの活用方法は。
→（資源循環推進課長）通常のプラスチック製品として再製品化されると想定している。
〇（総務法制課長）法律による義務化、２０５０年カーボンゼロ等から、市の姿勢として実施すべきものと考える。
〇（人事・給与課長）循環型社会形成推進交付金の要件化について、事業実施しないと今後南清掃工場を建て替
える際に当該交付金が交付されなくなるという事か。
→（資源循環推進課長）その通りである。
→（地域経済政策課長）自治体ごとに地域計画期間は異なっており、現行の計画期間中は影響を受けない。次期
計画期間は令和８年から１２年であり、事業を実施しない際は、時期計画期間での当該交付金の交付がなくなる
という事である。
〇（人事・給与課長）歳入に拠出金という記載があるが、事業費は当該特定財源も含めた総額で記載することが
一般的であるため、資料を修正いただきたい。
〇（人事・給与課長）スケジュールにおいて、事業者が設備整備をする期間が示してあるが、どのような事業者を
想定しているのか、また、今回の意思決定に基づき開始するというこ
とか。
→（資源循環推進課長）事業者はプラスチックの中間処理を事業とする２社を想定している。事業実施となると、
現状よりも硬いプラスチックに対応する設備が必要となるため、今回の意思決定に基づき、体制を整えていただ
きたいと考えている。
〇（人事・給与課長）事業者は、本格実施後に市から事業を受託する際に、整備費を含めた積算により請け負う想
定という事か。
→（資源循環推進課長）その想定である。
〇（経営監理課長）収集日が増えることによる自治会の負担増についての考え方は。
→（資源循環推進課長）自治会に負担感があるのは事実であるが、分別回収の実現という点で理解は得られるも
のと考えている。
〇（経営監理課長）市民への周知期間と、事業者の準備期間が必要と考えるが、意思決定から１年半での本格実
施となっているが、十分な期間か。
→（資源循環推進課長）他市の事例も参考に十分な期間として設定した。
〇（経営監理課長）事業者の設備整備に対する国庫補助は無いのか。
→（資源循環推進課長）無いことを確認している。
〇（経営監理課長）再商品化の費用は市が負担するのか。
→（資源循環推進課長）法では市が負担することとなっている。なお、ペットボトルの再商品化については、生産者
が特定されるため市の負担はない。プラスチックについても市が負担することとならないよう国に要望してい
る。
〇（経営監理課長）集積場所に持ち込まれないようにする取組は想定しているか。
→（資源循環推進課長）４Ｒの取組として、プラスチック製品の使用自体を抑制する啓発もさらに強化していく必
要があると考えている。事業者は、なるべくリサイクルされるようなプラスチック製品の製造を心がけるよう法に
示されている。
〇（経営監理課長）事業を実施することによって将来的にプラスチックごみが減らせるという取組にする必要が
あると考える。
〇（財政課長）なぜこのタイミングなのか。令和１３年度までに対応すれば交付金に影響はないという中で、令和８
年度から実施する理由は何か。
→（資源循環推進課長）ごみの減量化や、プラスチックの分別のためなるべく早く対応する必要があるという考え
である。
→（地域経済政策課長）加えて、地球温暖化対策として市が積極的に実施するという姿勢を示すためである。
〇（財政課長）「日本容器包装リサイクル協会」に再商品化を委託するルートが確立している中で、他の政令市に遅
れをとることで、引き取りを断られ、拠出金の受け取りができなくなるという危惧もあるのか。令和１３年度から
開始すれば足りる中、開始時期を前倒しする理由として確認した。
→（資源循環推進課長）開始時期を前倒しする理由を整理する。
〇（総務法制課長）令和８年度予算が確定するのは、令和７年度の後半となる。スケジュール上、予算確定前に報
道発表することについて、疑義はないものか確認したい。
→（政策課長）事業実施の発表自体は予算確定後だが、事業実施を検討しているという案内であれば問題ないと
考える。
〇（資源循環推進課長）他都市が事業実施する際も同様のタイミングで発表している。
→（経営監理課長）自治会の予算や役割分担も考えると、一定の周知期間を要すると考える。
〇（政策課長）「予算成立をもって」という但し書きを入れて発表という手法もある。
〇（政策課長）拠点回収の場合のシミュレーションは実施したか。
→（資源循環推進課長）拠点回収の場合には交付金の対象外になると確認できている。
○（政策課長）交付金の対象とならなくても、一般財源で比較すると前倒しによる増額分と同規模になり、結果的
に事業費が有利になる可能性もあるのではないか。
→（地域経済政策課長）拠点回収の場合は、事業費がほぼかからない想定ではある。ただし、拠点回収ではプラス
チックの回収量があまり期待できないことが懸念点としてある。
〇（政策課長）ペットボトルとプラスチックの回収日を同一日とした場合の想定は。
→（資源循環推進課長）回収日を別日とした場合と比較し、１億７千万円低額となる想定だが、集積所のキャパシ
ティを超えることや、分別状況の悪化の懸念がある。

<<原案のとおり上部会議に付議する。
　　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。＞＞
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１ 背景
（ １ ） 「 プラ ス チッ ク に係る 資源循環の促進等に関する 法律」 の施行
（ ２ ） 市の温暖化対策

２ プラ ス チッ ク 資源循環法の概要
（ １ ） 事業者と 市町村の責務 （ ２ ） 分別収集・ 再商品化方法
（ ３ ） 費用等について

３ モデル事業
（ １ ） 概要 （ ２ ） 結果

４ 本格実施について
（ １ ） 分別基準 （ ２ ） 排出方法 （ ３ ） 再商品化ルート
（ ４ ） 事業に係る 経費 （ ５ ） 事業開始

５ その他（ 周知方法等）
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（ ２ ） 市の温暖化対策

１ 背景

2

海洋プラ ス チッ ク ごみ問題、 気候変動問題、 諸外国の廃棄
物輸入規制強化等への対応を 契機と し て、 国内における プラ
ス チッ ク の資源循環を一層促進する 重要性が高ま り 、 令和4
年4月1日「 プラ ス チッ ク に係る 資源循環の促進等に関する 法
律」 （ 以下「 プラ ス チッ ク 資源循環法」 ） が施行さ れた 。

（ １ ） 「 プラ ス チッ ク に係る 資源循環の促進等に関する 法律」 の施行

・ 令和2年（ 2020年） 9月、 『 さ がみはら 気候非常事態宣言』 （ 政令市初）
において、 2050年CO2排出量実質ゼロ を 目指すこ と を 表明し ている 。

・ 令和5年（ 2023年） 11月、 「 第2次相模原市地球温暖化対策計画（ 改訂版）
～さ がみはら 脱炭素ロ ード マッ プ2050～」 を作成し 、 目標達成のため
市民、 事業者の意識改革と 行動変容と 合わせ、 市の率先行動を 定めている 。



２ プラ ス チッ ク 資源循環法の概要

自主回収・ 再資源化

３ 製造・ 販売事業者等

プラ ス チッ ク 使用製品（ プラ 製品） の
設計指針と 認定制度

１ 製造事業者等

特定プラ 製品の使用の合理化

２ 小売・ サービ ス 事業者等

排出の抑制・ 再資源化等

４ 排出事業者

プラ 製品の分別収集・ 再商品化（ 努力義務）

５ 市町村（ プラ ス チッ ク 資源循環法第６ 条）

「 一般ごみ」 で収集し 、 焼却処理し ている プラ 製品を 「 資源」 と し て収集し 、 再商品化を 行う こ と

多様な物品に使用さ れている プラ ス チッ ク に関し 、 包括的に資源循環体制を 強化し 、 製品の設計から プラ ス チッ
ク 廃棄物の処理ま でに関わる あら ゆる 主体における プラ ス チッ ク 資源循環等の取組を 促進する ための措置を 講ずる
も の。

（ １ ） 事業者と 市町村の責務
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ア 費用負担
事業実施後の費用（ 収集運搬、 中間処理、 再商品化） は全額市の負担である 。

※特別交付税措置あり 。

【 再商品化】
・ 「 容リ 協ルート （ 容器包装リ サイ ク ル法に規定する 指定法人に委託する 方法） 」

日本容器包装リ サイ ク ル協会に委託し て、 「 製品プラ ス チッ ク （ 製品プラ ） 」 を 再商品化
※現行、 「 プラ 製容器包装」 及び「 ペッ ト ボト ル」 は当該ルート によ り 再商品化

・ 「 大臣認定ルート （ 再商品化計画の認定を 受ける 方法） 」
市町村が独自に再商品化事業者と 連携し て再商品化計画を 作成し 、 国の認定を 受ける

4

【 分別基準】
・ 素材等： 「 全てプラ 素材ででき ている も の」 or 「 大部分がプラ 素材ででき ている も の」 or 「 指定し た品目」
・ 大き さ ： 「 長 辺が50㎝未満」 or 「 長 辺が30㎝未満」

【 排出方法】
・ 袋 ： プラ ス チッ ク 製容器包装（ プラ 製容器包装） と 「 同じ 袋」 で排出 or 「 別袋」 で排出
・ 場所： 「 ス テーショ ン 回収（ ごみ・ 資源集積場所） 」 or 「 拠点回収」

収集し た
製品プラ ス チッ ク 量

84,000
(円/ｔ )

× 63,000
(円/ｔ )

×
再商品化事業者に引渡し た

製品プラ ス チッ ク 量＋

２

イ 循環型社会形成推進交付金の要件化について
「 プラ ス チッ ク 使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に必要な措置を行っ ている こ と 、 も し く は地域計画期間

の末日から 1年後ま でに当該措置を 行う こ と 」 が交付要件と し て追加さ れた。
本市の場合、 次期地域計画期間は、 令和8年から 12年である こ と から 、 引き 続き 当該交付を 受ける ためには、

令和13年度末ま でにプラ ス チッ ク 資源循環法対応する こ と が必要と なる 。

現行の地域計画（ 令和3年～令和7年） に基づき 実施する 事業は、 経過措置が適用さ れ、 交付対象と なる 。
次期計画で策定予定事業（ 南清掃工場基幹的設備改良工事に伴う 交付金約25億円等） は、 令和13年度末ま でに対応し なければ交付さ れない。

（ ２ ） 分別収集・ 再商品化方法 →方法は市町村ごと に決定する

（ ３ ） 費用等について



●対象： 集合住宅（ マン ショ ン4棟） ●規模： 約1,100世帯 ●実施期間： 令和6年6月～7月
●実施方法： 基準は「 50㎝未満」 「 30㎝未満」 、 「 プラ 製容器包装」 と 同一の袋にて回収
●目的： ア 新たに排出さ れる 「 製品プラ 」 量と 組成の実態把握

中間処理施設における 設備整備（ 機械増設等） の必要性
イ 分別基準及び方法の検討

市民にわかり やすい分別基準や方法

３ モデル事業

（ １ ） 概要

5

プラ ス チッ ク 資源循環法の趣旨に則り 、 現在、 分別収集・ 再商品化を行っ ている 「 プラ 製容器包装」 及び「 ペッ
ト ボト ル」 に加え、 「 製品プラ 」 について収集等を 行い、 本市での具体的な実施方法を 検討し た。

【 モデル事業チラ シ抜粋】



３ モデル事業

（ ２ ） 結果
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【 事業者意見】
市内全域での本格実施に伴い、 処理量が増加し 、 選別作業が困難になる 等の影響から 以下のよ う な意見があった。
①「 製品プラ + プラ 製容器包装」 と 「 ペッ ト ボト ル」 の混在を避ける ため、 排出曜日を分ける 必要がある 。
② 製品プラ の分別基準を「 全てプラ 素材ででき ている も の」 と する こ と で選別作業を効率化でき る 。
③処理量の増加を見込んだ上で、 製品プラ を含め中間処理を行う ためには、 設備の整備が必要である 。

・ 50ｃ ｍ未満と し た方がハンガー等の「 製品プラ 」 がよ り 多く 排出さ れた。 （ 50㎝未満6.89％、 30㎝未満3.95％）

・ 「 プラ 製容器包装」 と 「 製品プラ 」 を同一のベール（ 圧縮・ 梱包） にする こ と ができ 、 既存ルート である 容リ 協ルート
での処理が可能と 判断でき た。

・ アンケート にて、 分別基準が30㎝未満よ り 50㎝未満と し たの方がわかり やすいと いう 結果だった。
・ アンケート にて、 「 製品プラ 」 の資源化について約80％が「 必要」 と 回答があった。



４ 本格実施について
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（ １ ） 分別基準 考慮し た前提条件→①②③④

【 50㎝の場合】 【 30㎝の場合】

●製品プラ ： 「 全てプラ ス チッ ク 素材ででき ている も の」 かつ「 50㎝未満」
・ 市民の分別のし 易さ 及び中間処理における 選別作業の効率性から 、 全てプラ ス チッ ク 素材で

でき ている も のと する 。
・ よ り 多く の「 製品プラ 」 の資源化が図れる

こ と 及び大き さ によ る 分別基準の分かり
易さ （ 右図） から 、 50㎝未満と する 。

●プラ 製容器包装 ： 変更なし （ の付いたも の。 よ ごれたも のの排出方法の周知徹底強化も 図る 。 ）

●ペッ ト ボト ル ： 変更なし （ の付いたも の。 ラ ベル、 キャ ッ プの取り 外し の周知徹底強化も 図る 。 ）

【 考慮すべき 前提条件（ モデル結果よ り ） 】
①よ り 多く の製品プラ を 回収する

→プラ ス チッ ク 資源循環法の趣旨、 脱炭素社会の実現、 市の姿勢
②市民の生活環境を 守る

→ごみ資源集積場所キャ パオーバー の防止、 資源物を 安定的に引渡す
③市民サービ ス の低下を さ せない
④事業全体の効率化を 図る

→わかり やすい分別基準及び排出方法、 安定的な中間処理業務の実施

区分
の数

排出区分

3区分
50㎝以上 →粗大ご み
30㎝以上50㎝未満→一般ご み
30㎝未満 →製品プラ

区分
の数

排出区分

2区分
50㎝以上 →粗大ご み
50㎝未満 →製品プラ



４ 本格実施について
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（ ２ ） 排出方法 考慮し た前提条件→①②③④

●製品プラ 及びプラ 製容器包装 ： 同一の袋に入れ、 ごみ・ 資源集積場所へ
・ 市民の利便性及び資源化の拡大を 図る ため、 同一の袋に入れてごみ・ 資源集積場所で回収する 。

●ペッ ト ボト ル ： 「 製品プラ +プラ 製容器包装」 と 排出曜日を 分け、 ごみ・ 資源集積場所へ
・ 「 プラ 製容器包装」 に加えて新たに「 製品プラ 」 を収集する （ 約1,365ｔ /年（ 見込） ） こ と に伴い、

ごみ・ 資源集積場所がキャ パオーバーと なら ないよ う 平準化を 図る 。

・ 別曜日に収集し 、 「 製品プラ +プラ 製容器包装」 と 「 ペッ ト ボト ル」 の混在を 避ける こ と で、 中間処理施設での
選別作業の効率化と 資源物の品質向上が図ら れ、 安定的、 持続的に容リ 協への資源物の引渡し が
可能と なる 。

現状、 本市は「 プラ 製容器包装」 と 「 ペッ ト ボト ル」 を同一回収し ている ため、 容リ 協によ る 資源物の品質調査において、
最低ラ ン ク と なっ ており 、 こ の状況が続く と 、 資源物を 引渡すこ と ができ なく なる 。

→全国的に「 プラ 製容器包装」 と 「 ペッ ト ボト ル」 を 同一回収し ている 自治体は少ない。 （ R6容リ 協申込実績： 3.5％）

→資源物の品質悪化等によ り 、 京都市と 堺市は令和6年度の容リ 協への引渡し を断ら れている 。

（ ３ ） 再商品化ルート 考慮し た前提条件→②④

●製品プラ 及びプラ 製容器包装 ： 既存ルート である 「 容リ 協ルート 」
・ 「 プラ 製容器包装」 と 「 製品プラ ス チッ ク 」 を 一緒にベール化する こ と が可能（ モデル事業で実施済み） である

こ と 、 ベール化し た後に引き 渡すリ サイ ク ラ ーが市内に存在し ないこ と 及び資源化事業の継続性と 安定性の
確保から 、 既存ルート である 「 容リ 協ルート 」 と する 。

●ペッ ト ボト ル ： 変更なし （ 容リ 協ルート ）



（ ４ ） 事業に係る 経費 （ 年間）
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実質経費

収入 （ B）支出 （ A ）

区分
計特別交付税

ペッ ト ボト ル
拠出金

計再商品化中間処理収集運搬

1 ,3 9 1 ,9 7 3 a1 0 9 ,6 1 6 ”0 a1 0 9 ,6 1 6 a1 ,5 0 1 ,5 8 9 a4 ,7 3 0 a6 1 0 ,8 3 2 a8 8 6 ,0 2 7 a法対応無

1 ,8 2 7 ,8 6 9 a2 4 8 ,0 1 7 ”1 0 8 ,4 0 1 a1 3 9 ,6 1 6 a2 ,0 7 5 ,8 8 6 a9 4 ,5 1 4 a6 4 8 ,7 5 2 a1 ,3 3 2 ,6 2 0 a実施案

4 3 5 ,8 9 6 a1 3 8 ,4 0 1 ”1 0 8 ,4 0 1 a3 0 ,0 0 0 a5 7 4 ,2 9 7 a8 9 ,7 8 4 a3 7 ,9 2 0 a4 4 6 ,5 9 3 a増額分

・ 実質経費は、 R8 年度以降の人件費等の変動要素を 考慮し て算出し た1 年あたり の金額。
・ ペッ ト ボト ル拠出金と は、 容リ 協から 市に対し 、 売払金の一部が拠出さ れる も の。 今後、 「 Bto B」 等の検討によ り 、 歳入確保に努める 。

課題（ 前提条件未達成要因）実施案と の比較実質経費区分

市民サービ ス の低下
分別状況の悪化※1

▲1 3 2 ,2 7 71 ,6 9 5 ,5 9 2ペッ ト ボト ル（ 隔週）

事業費（ 費用負担） の増額
ごみ・ 資源集積場所のキャ パオーバー
分別状況の悪化※2

6 0 ,8 4 91 ,8 8 8 ,7 1 8
プラ ・ ペッ ト ボト ル
同一曜日（ 別回収）

ごみ・ 資源集積場所のキャ パオーバー
分別状況の悪化※2

▲1 7 3 ,2 7 21 ,6 5 4 ,5 9 7
プラ ・ ペッ ト ボト ル
同一曜日（ 同一回収）

【 参考】

（ 千円）

※1 隔週と し た場合、 家庭での保管が増加する ため、 ペッ ト ボト ルがプラ ス チッ ク の日に混入し てし ま う 。
※2 同一曜日の場合、 プラ ス チッ ク と ペッ ト ボト ルを それぞれ別の袋で排出さ れず、 同一の袋に混入し てし ま う 。

（ A －B）



事業者

Ｒ ８Ｒ ７Ｒ ６

１ ０ －１ ２７ －９４ －６１ －３１ ０ －１ ２７ －９４ －６１ －３

庁内調整

議会対応

庁議

設
備

整
備

本
格
実
施

令和８ 年
１ ０ 月

報
道
発
表

（ ５ ） 事業開始 考慮し た前提条件→①

４ 本格実施について
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意思決定

※市民周知は別資料のと おり

単年度
要因調査

予算
本要求

予算審議

開始時期については、 次の点を 考慮し 、 可能な限り 早期に実施する 。

①「 温室効果ガス 排出量」 の削減目標に向け、 早期に実施する 必要がある
・ 脱炭素社会の実現に向けた市民一人一人の意識改革及び行動変容の促進
・ 市の率先行動と し て「 市の事務事業に伴う 温室効果ガス 排出量の削減」 に貢献

②政令市と し てよ り 先行し た取組みが求めら れる

政令市取組状況： 20市中8市で実施（ 他に実施予定4市、 モデル事業実施済2市）
県内取組状況 ： 33市中3市で実施（ 他に実施予定2市、 モデル事業実施済1市）

中間処理施設の機械増設や設備整備及び市民周知等の期間を確保し 、 令和８ 年１ ０ 月から 市内全域で開始する 。

③資源物の品質を向上さ せる 必要がある
資源物の品質調査で、 最低ラ ンク が続く と 、 資源物の引渡し ができ なく なる 。



５ その他（ 周知方法等）

Ｒ ８Ｒ ７
内容

１ ０ －１ ２
★

本格実施
７ －９４ －６１ －３１ ０ －１ ２７ －９４ －６

広報さ がみはら

市ホーム ページ

チラ シ・
パン フ レ ッ ト

SNSなど
（ Ⅹ・ アプリ ）

住民説明会
出前講座
（ ※３ 区説明会）

イ ベント

集積場所啓発

報
道
発
表

パンフ 全戸配布・ チラ シ随時配布

４ 半期・ 必要の都度

市民
ま つり

環境
ま つり

４ Ｒ
フ ェ ア

看板
貼替

自治会連合会単位・ 個別対応（ 講座）

チラ シ
配布

10/1号 4/1号 9/1号
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（ ）
年 月 日

（様式２）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和7 2 7

案 件 名 衛生研究所再整備基本構想の策定に向けた進め方について

内線

事案概要

　令和６年４月に策定した「衛生研究所再整備に向けた基本的な考え方」に基づき、導入機能や整備候補地等を定めた「再整備基
本構想」の策定に向けた進め方について整理するもの

審議事項

・再整備基本構想を策定すること
・基本構想策定後、速やかに基本計画の策定に向けた検討を行うこと

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○継続審議とする。

所　　　管 健康福祉
局
区

保健衛生 部 衛生研究所 課 担当者

事業効果
総合計画との関連

事業効果
　建物の老朽化や検査室の狭隘化・機能不足を抱える衛生研究所の再整備を行うことで、健康
危機管理体制に必要不可欠な試験検査体制の確保を図り、保健衛生体制の充実に寄与する。

効果測定指標 － 施策番号 16

事業効果
年度目標

R8R6～R7

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R6 R7 R８

実施
内容

【

★

○「調整会議」、「決定会議

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケジ

○事業経費・財源

基本構想庁内検討

地域対話

再整備基本構想の検討・策定
再整備基本計画の

検討・策定

保
健
医
療

審
議
会

庁
議
（基
本
構
想
の
策
定
）

市
議
会
へ
説
明

基
本
構
想
の
策
定

入
札
・
契
約
（業
務
委
託
）

基
本
計
画
の
策
定

基
本
計
画
検
討
（
事
業
手
法
・概
算
事
業
費
）

庁
議
（基
本
計
画
の
策

定
）

市
議
会
へ
説
明
・パ
ブ
コ
メ

概算事業費が20億を超過した場合、大規模事業評価を実施

（3～4か月後ろ倒し）

庁
議
（基
本
構
想
の
策
定
）

地域対話後、速やかに基本構想の策定を進める



471,016

0

0

471,016

1,300,906

アセットマネジメント推進課
未利用資産の活用について（未利用資産活用・調整会議　資産活用検討部会にて整理）
旧相模原総合高等学校跡地活用方針（案）に衛生研究所再整備用地を位置付ける予定

R9以降の事業費については従来手法を前提とした現時点における概算であり、物価・人件費等の上昇や環境配慮設備、付
帯施設などの付加機能は見込んでいない。

うち任意分 0 0 0

捻出する財源※２ 0 0 0

一般財源拠出見込額 0 0 14,000

元利償還金（交付税措置分を除く）

R9～

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R6 R7 R8

事業費（衛生費） 0 0 14,000 1,887,696

うち任意分 0 0 0 0

0

国、県支出金 0 0 0 224,580

1,192,100

一般財源 0 0 14,000

その他 0 0 0

特
財

地方債 0 0

0

0 0 0

捻出する財源概要 長寿命化事業費

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施に係る人工 A 0 0 1 2 3 4 5

局内で捻出する人工※ B 0 0 0 0 0 0 0

必要な人工 C=A-B 0 0 1 2 3 4 5

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇 〇

〇

資料提供

パブリックコメント なし 時期 未定 議会への情報提供 部会

備　　考
必要な人工は導入機能を確保するため段階的に増員。今後の基本計画検討は増員を前提とする。

政策課、財政課、アセットマネジメント推進
課、公共建築課、健康福祉総務室、地域保
健課、疾病対策課、生活衛生課、ゼロカー
ボン推進課、環境保全課

令和６年5月２７日　関係課長打合せ会議
衛生研究所再整備基本構想の策定に向けた検討について
庁内ワーキンググループを設置し、衛生研究所再整備基本構想の策定に向けた検討を進める。

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期 報道への情報提供

〇

管財課
本庁倉庫敷地の活用について（本庁舎あり方検討会議にて整理）
市役所本庁舎周辺の在り方検討を行っているため、利用判断は困難

開発調整課
市街化調整区域への整備について
市が設置する研究所のため、特例により設置可能（市の事業で活用、不特定多数が来庁しない前提）

政策課、財政課、アセットマネジメント推進
課、公共建築課、健康福祉総務室、地域保
健課、疾病対策課、生活衛生課、ゼロカー
ボン推進課、環境保全課

担当者ワーキング（R６年度　計４回）
導入機能や整備候補地、整備方針等を定める基本構想（案）をまとめる。

政策課、人事・給与課、財政課、アセットマ
ネジメント推進課、公共建築課、健康福祉
総務室、地域保健課、疾病対策課、生活衛
生課、ゼロカーボン推進課、環境保全課、
開発調整課

令和６年１２月１９日　関係課長打合せ会議
衛生研究所再整備基本構想の策定について
衛生研究所再整備基本構想について、地域対話や審議会の意見を踏まえた上で策定する。

税源涵養
（事業の税収効果）

なし

人事・給与課
導入機能を確保するための人工の増員について
定数増については、庁議の結果を踏まえ、定数要求の中で判断する。

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果
アセットマネジメント推進課、公共建
築課

令和６年５月２３日　千葉市環境保健研究所視察

○事業経費・財源

○必要人工

○日程等調整事項

○事前調整、検討経過等

○調整会議については空欄

基本構想策定の際に改めて

示す。



庁議におけるこれまでの議論

調整会議の

主な議論

（1/22）

○（経営監理課長）この基本構想で初めて整備地を示すということでよいか。
→（健康福祉総務室長）そのとおりである。
→（経営監理課長）基本構想の策定段階で整備地を決めることはできるのか。
→（政策課長）通常、基本構想で整備地まで決めることはない。
○（総務法制課長）衛生研究所を再整備するという意思表示を初めて庁外に行うのが基本構想の位
置づけであることを考えると、整備地を決めることは早急である印象を受ける。他の事例を見ると、
基本構想で候補を示し、基本計画で比較検証を行っていることが多い。また、面積についても詳細
に示されており、基本計画レベルに感じる。公共施設マネジメント推進プランにおいて床面積の２割
削減が求められている中で、現在より床面積が増えていることはよいのか。
→（アセットマネジメント推進課長）床面積については、２割削減を求めているところであるが、コロ
ナ禍を経験し、施設として充実を図る必要がある中で、やむを得ないものと判断している。この段階
で詳細な面積までを出す必要はないという意見には同意である。
→（総務法制課長）床面積が増えることについて、衛生研究所の特殊性を鑑み説明できるようにして
いただきたい。
→（健康福祉総務室長）床面積については考え方の記載にとどめる形で修正する。
○（財政課長）サウンディング型市場調査ではなにを確認するのか。
→（衛生研究所長）基本計画の中で事業手法の検討を行うため、例えば設計と建築を一緒に行うＤＢ
方式など、民間事業者に意見を聞きながら検討することを想定している。
○（人事給与課長）スケジュールに地域対話とあるが、整備地であることを踏まえた対話ということ
か。
→（健康福祉総務室長）衛生研究所の整備候補地として地域対話を行いたいと考えている。
○（経営監理課長）保健医療審議会においては、整備地は重要なポイントとなるのか。
→（衛生研究所長）専門家会議であるので、機能強化がメインとなる。
→（健康福祉総務室長）その機能を果たすための適地として示すものと考える。
○（総務法制課長）他の事例として、候補地を複数示し、それぞれの地域に説明に入るということも
行っているので、候補地の段階で説明に入ることは可能であると考える。
→（健康福祉総務室長）それぞれの候補地の状況や、早期に再整備が必要な衛生研究所の状況を踏
まえて検討したものであり、基本構想で整備地を決めたいと考える。
→（財政課長）地域の受け止めとして、複数の候補地の一つとして説明を受けるのと、唯一の候補地
として説明を受けるのでは受け止め方が変わると考える。
○（政策課長）内部のワーキングでよく検討している状況は理解しているが、基本構想であまり決め
すぎると、専門家の意見を聞いた際に自ら足枷を付けてしまう状況となる。この段階では何がよい
のか、検討する余地を残しておく方がよいと考える。あくまで候補地の一つという形で、資料中の表
現を修正いただきたい。

＜＜原案を一部修正し、上部会議に付議する。＞＞

○調整会議については空欄

○決定会議については調整

○戦略会議については調整

○継続審議と

○なお、該当会議の議事録と



健康福祉局 保健衛生部 衛生研究所

令和７年２月７日 決定会議 資料１

衛生研究所再整備基本構想の策定に向けた進め方について



１ 審議事項

〇 衛生研究所は、平成１８年に神奈川県から無償譲渡された旧相模原メディカルセンター（昭和４８年竣工）に整備
⇒建設から築５０年以上、検査設備設置から１５年以上経過するなど、建物や検査設備の老朽化が課題

〇 検査技術の高度化・多様化、新型コロナウイルス感染症への対応から見えた衛生研究所が抱える課題
⇒検査室の狭隘化・機能不足が課題

〇 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、令和４年１２月に成立した改正地域保健法
⇒衛生研究所が法定化され、その機能強化と健康危機への計画的な取組の推進が求められている

（１）衛生研究所再整備基本構想の策定について

対応の必要性

基本的な考え方を基に、再整備基本構想の策定に向けた検討を行う。

（再整備時期や配置場所、施設の複合化、など高度な調整を要する事項の検討）

「衛生研究所再整備に向けた基本的な考え方」を整理（R6.４月）

取組の推進

「衛生研究所再整備基本構想」の策定に向けた進め方
基本構想（案）記載事項

〇導入機能（必要な機能、強化すべき機能）

〇整備方針（施設整備、想定施設規模、整備方式（概算事業費）、整備候補地、施設の複合化、敷地の共用）

〇事業手法（検討に当たっての前提条件、想定される事業手法）

〇今後の取組（想定スケジュール、事業の進め方の留意点）

今後の取組

〇基本構想（案）について専門家の意見を聴取し、その意見を踏まえた上で、基本構想を策定する。

審議事項

１



R7～R6R5

静岡市新潟市浜松市相模原市市名

環境保健研究所衛生環境研究所保健環境研究所衛生研究所機関名
68万77万79万72万人口
19名27名26名16名職員数
S39H11H11S48建設年
58232349築年数（年）

RC２階建RC３階建RC４階建RC ４階建構造・階数
1,2572,9673,2202,088延床面積（㎡）

< 衛生研究所再整備の必要性と他自治体比較 >

● 建物の老朽化

雨漏り等計画外かつ緊急性を要する修繕が
発生し、試験検査に影響している。

令和４年度の調査結果では、RC圧縮強度に
ついて、設計基準強度を満たしていない。

● 検査技術の高度化・多様化

遺伝子レベルの検査（リアルタイムPCR・ゲノム解析）
正確な検査には、遺伝子の汚染を防ぐため、工程

ごとに検査室が必要。

● 感染症発生時における初動検査の重要性と役割の変遷

【初動対応期】

病原体の情報が限られるため、

特殊設備の検査室（１室）でのみ検査可能

施設従事者等の無症状者への検査など、
PCR検査を大量かつ正確に実施
（参考） 最大検査実績：344件/日

検査室の老朽化・狭隘化・機能不足、検査の信頼性確保に課題があることから、

新型コロナという未曽有の健康危機に対し、保健所のみならず全市一丸となって乗り

越えたこの時期に、衛生研究所の再整備に向けた取組を早急に推進する必要がある。

市公共施設マネジメント推進プラン・アク
ションプログラム（令和４年８月）では、「長寿
命改修等による延命化も含め、効率的・効果
的な再編・再整備を検討」することとしている。

● 国（法令等）の動向

＜地方衛生研究所の法定化＞
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、地域保健法が改正され、衛生研究所の機能を強化し、健康危機

管理に必要不可欠な試験検査体制の整備が求められている。

建築から約５０年が経過

【感染拡大期】

< 想定スケジュール >

再整備基本構想検討
主な検討項目
ア 再整備時期（市役所本庁舎周辺のあり方検討との整合）
イ 配置場所（他施設の複合化や敷地の共用の可能性）
ウ 整備方針（施設の耐用年数や更新サイクル）
エ 整備手法（民間活力の導入）
オ 導入機能の整理

（民間委託や信頼性確保、環境保全分野の調査等）

基本的な
考え方の
検討

<衛生研究所の主な業務> 衛生研究所再整備に向けた基本的な考え方（概要）

２ 再整備の取組の基本的な方向性

○ 安全・安心な施設の整備

○ 財政負担の軽減

○ 衛生研究所の特性を踏まえた持続可能性の向上

微生物や化学物質の拡散・漏洩防止対策に万全を期すとともに、職員が安全に検査できる施設とする。

国庫補助金等の特定財源の確保や民間活力の活用などによる財政負担の軽減を図る。

専門的な試験検査を持続的に実施できるよう、長期的な視点を持って再整備に取り組む。

４ 民間との役割分担

５ 必要な諸室と延床面積

機能強化が必要な諸室は拡充しつつも、諸室や共用部分の見直しにより延床面積を、現行の
衛生研究所の延床面積程度に留める。

６ 再整備の方向性（再整備の方式や整備候補地の検討における考え方）

移転建替えによる再整備を基本として、再整備後の整備コストを見据えながら、施設（建物
や特殊設備等）の耐用年数や更新サイクルなど長期的な視点で検討する。

（２） 整備候補地の選定に当たって考慮する事項

（１） 再整備の方式

具体的な整備場所を検討していく中で、整備場所に応じたその他の公共施設との複合化や
敷地の共用の可能性を検討する。

この考え方に該当しない検査については、民間委託に向け、検討を行う。

１ 衛生研究所の目指す姿

健康危機発生時に必要不可欠である検査に確実に対応する中核的な拠点

３ 機能の整理

○ 法的に求められる機能

○ 平時において健康危機対処に求められる機能

○ 現行の体制を鑑みて、強化等が必要な機能

建物の老朽化や衛生研究所の機能強化への対応が早急に必要であることを踏まえ、
可能な限り早期に再整備可能な用地であることを最優先に、検査施設という特性を踏ま
え、周辺の土地利用状況や保健所との近接性などを考慮して選定

基本的な考え方を基に、再整備基本構想策定に向けた検討を行う。

７ 今後の取組

再
整
備
基
本
構
想
策
定

再
整
備
基
本
計
画
検
討

再
整
備
基
本
計
画
策
定

※現時点における想定を示したものであり、検討状況、事業手法により変更の可能性があります。

取

組

の

必

要

性

基
本
的
な
考
え
方
策
定

２ （参考）再整備に向けた基本的な考え方（R6.4策定）の概要

２



３ 検討体制と再整備基本構想（案）の概要

（２）基本構想（案）の概要

ア はじめに

（ア） 背景と目的

（イ） 基本構想の位置付け

（ウ） 検討体制

（エ） ＳＤＧｓとの関係

イ 現状と課題

ウ 基本的な考え方

（ア） 目指す姿

（イ） 基本的な方向性

基本的な考え方において整理した事項を再掲

関連ゴールとして「３：健康と福祉 6：安全な水 11：まちづくり 13：気候変動」を掲載

基本的な考え方において整理した事項を再掲

エ 基本構想

（ア） 導入機能
必要な機能、強化すべき機能、民間との役割分担

（イ） 整備方針
施設整備、想定施設規模、整備方式（概算事業費）、整備候補地、施設の複合化、敷地の共用

（ウ） 事業手法
検討に当たっての前提条件、想定される事業手法

オ 今後の取組
想定スケジュール、事業の進め方の留意点

（１）再整備基本構想の検討体制

アセットマネジメント推進課、公共建築課、健康福祉総務室、
地域保健課、疾病対策課、生活衛生課、環境保全課
（必要に応じ、政策課、財政課、ゼロカーボン推進課）
※ その他、人事・給与課、管財課、開発調整課及び建築審査課と個別調整

３

庁内検討体制（検討WG）

〇整備候補地区まちづくり会議における地域対話

〇保健医療審議会における専門家からの意見聴取

庁外からの意見聴取（予定）

※ 専門性の高い施設特性から、パブコメは実施しない。



（１）導入機能

４ 基本構想（案）

４

(ア) 法的に求められる機能（整備済）

既
存
体
制

○試験検査
感染症や食中毒等の健康危機への対処に必要不可欠な主要な項目についての体制の整備

○調査研究
試験検査の能力向上、精度向上の調査研究の実施

社会情勢の変化と共に高度化・多様化する検査ニーズ

○情報収集・解析・提供
感染症の発生状況を収集・解析し、その情報を提供（感染症情報センター）

○研修指導
地域保健に係る業務に携わる職員等への研修指導

（ア）´ 法的に求められる機能の強化
〇新たな検査法の導入に向けた検討 〇新規検査項目の検査の実施

拡
充

（イ） 健康危機対処に求められる機能の強化

（ウ） 現行の体制を鑑みて、強化等が必要な機能

拡

充

〇市感染症予防計画【R6.4月策定】 〇健康危機対処の手引き（感染症編）【R6.7月策定】
・専門的な技術や知識を有する人材の確保・育成
・平時からの感染症発生動向調査事業に基づく検査やゲノム解析等サーベイランスの実施体制の強化
・感染症情報センターの体制強化、調査研究の推進等

〇法令に基づく信頼性確保の実施体制の確立

・食品及び感染症検査部門から独立した信頼性確保体制の確立

〇環境調査に係る体制の充実等

・衛生研究所の特性を生かした検査体制の充実等

環境経済局からの事務移管

ア 必要な機能

イ 強化すべき機能

〇高度かつ専門的な知識と技術力が求められる試験検査への対応と検査精度の確保

〇試験検査機能強化、調査研究の推進、感染症情報の収集・解析・提供機能強化

〇食品及び感染症検査部門から独立した内部監査体制の確立

〇本市の地域特性を把握するための環境調査の更なる推進

専門性の高い知識・技術と信頼性を確保するためには、
直営による運営が必須であるが、自ら実施する必要のな
い検査について、民間活力の活用や廃止について検討

基本構想（案）の
「基本的な方向性」に記載

ウ 民間との役割分担



（２）整備方針
ア 施設整備

微生物や化学物質の拡散・漏洩防止対策に万全を期すとともに、職員が安全に検査できるよう、WHOの指針や関係

法令等の基準に適合した施設整備とする。

〇 安全・安心な施設整備

○ 衛生研究所の特性を踏まえた持続可能性の向上

将来的に多様化・高度化することが見込まれる検査ニーズへの変化等に柔軟に対応できるよう、レイアウト変更を

見据えた施設整備とする。

○ 精度管理への対応

健康危機発生時の原因究明や行政処分の根拠に必要不可欠な検査の精度管理を徹底、かつ多くの検体を効率的に

処理することが可能な施設整備とする。

５

４ 基本構想（案）

○ 環境への配慮

○ ＩＣＴの利活用

検査に係る事務負担の軽減や健康危機発生時即応体制確保のための連絡調整を見据え、ICT化の促進による、業務

の効率化を見据えた施設整備とする。

太陽光、風力、地下水などの自然エネルギーを活用した設備、エネルギー消費の小さい建物ZEB Ready（ゼブレ

ディ）を検討する。

イ 想定施設規模

現状の課題を解決するとともに機能を強化するため、狭隘かつ不足している検査室は拡充しつつ、共用部分の圧縮

を図ることにより、床面積の削減に取り組み、整備する延床面積は、現行の衛生研究所の延床面積程度とする。



（ア）再整備の可否と仮設施設の要否

（イ）仮設施設の要否によるコスト比較

備考
移転建替えによる

再整備
現地建替えによる

再整備
中規模改修工事
による既存改修

項目

・建替え設計・工事
・移転
・解体設計・工事
・初度調弁（事務什器）

・仮設施設の設計・工事
・建替え設計・工事
・移転（往復）
・解体設計・工事
・初度調弁（事務什器）

・仮設施設の設計・工事
・中規模改修設計・工事
・移転（往復）

整備内容

仮設施設が莫大な
コスト要因

〇××コスト比較

※ 単価は、施設特性を踏まえ、直近で衛生研究所の再整備を行った指定都市の事業費を基に単価を設定
※ 現時点において想定する再整備費用と同条件で試算したものであり、将来的な物価上昇等の要因は考慮していない。
※ 移転（仮設を含む）の際は、未利用市有地に移転することを想定し、用地費が掛からないことを想定

移転建替えによる再整備とする。

（２）整備方針

ウ 整備方式

移転建替え
（仮設施設無し）

現地建替え
中規模改修工事による

既存改修項目
仮設施設なし仮設施設あり仮設施設なし仮設施設あり

〇（可能）×（不可）〇（可能）×（不可）〇（可能）再整備の可否

４ 基本構想（案）

※ 基本構想の施設整備方針に、仮設施設を設置しない長寿命化への対応を見据えた施設整備を加える。

６



（２）整備方針

現衛生研究所周辺での建替え
旧相模原総合高等学校跡地

本庁倉庫敷地市体育館跡地

市役所本庁舎周辺の在り方検討において検討中跡地の活用方針の策定に向け検討中

未利用資産活用や
本庁舎あり方検討

における整理

令和１２年度以降
（解体後）

令和８年度以降
（解体後）

令和９年度半ば以降
（土地を取得後）

整備可能となる
見込時期

近接近接約６ｋｍ保健所との近接性

周辺は庁舎機能が集積周辺は庁舎機能が集積近隣は畑が多く、住宅は少ない土地利用状況

約１，１００㎡約３，３００㎡約３５，０００㎡土地面積

制限なし制限なし
市街化調整区域のため

制限あり
民間活力活用

７

建物の老朽化や衛生研究所の機能強化への対応が早急に必要であることを踏まえ、可能な限り早期に、

施設の特性を踏まえた再整備が可能な公共用地であることを優先に、未利用資産や市役所本庁舎周辺の

あり方検討、都市計画上の用途地域、周辺の土地利用状況などを考慮して検討を進める。

エ 整備候補地

４ 基本構想（案）

【衛生研究所の再整備を検討する候補地】

今後、地域等と対話を図り調整を進める。

※もえぎ台小跡施設は、麻溝台・新磯野地区整備推進事業に伴い用途区域が不適合となる可能性があるため検討経過の中で除外



オ 施設の複合化

衛生研究所は、施設の複合化による効果や効率化が期待できず、かつ、長寿命化事業におけるコストが増加する

ことから単独での整備とする。

カ 敷地の共用

敷地の共用については、基本計画策定時に整備候補地の状況に応じて決定する。

検査専用設備・精密な検査機器
病原体や毒劇物等の保管管理

仮設施設を設置しない長寿命化を見
据えた整備（40～50年で再整備）

複合化した施設の長寿命化事業（８０年供用）
における効果が期待できない。

高度なセキュリティーが必要かつ特殊な施設
であるため複合化の効果が期待できない。 単独整備

とする

８

（２）整備方針

４ 基本構想（案）

衛生研究所は、健康危機発生時に必要不可欠である検査に確実に対応する拠点であり、健康危機発生時への確

実な対応や専門性の高い検査技術と信頼性確保の観点から、衛生研究所業務の運営は直営で行うのが必須となる。

また、施設の維持管理業務に民間活力活用の余地はあるが、現施設の維持管理経費は約2,600万円程度で圧縮

された状態である。

○ 衛生研究所の運営

○ 新衛生研究所の設計・工事

衛生研究所は専門性の高い特殊な施設であり、かつ業務の運営を直営で行うのが必須であることを踏まえると、

本市が効率的かつ効果的に運営するために、設計の段階で市の意向を十分に反映させる必要がある。

（３）事業手法

ア 検討に当たっての前提条件

基本計画策定に向けた検討の中で、早期の再整備や費用削減効果を評価した上で決定する。



R14R13R12R11R10R９R8R7R６年度

基
本
構
想
の
検
討
・策
定

衛
生
研
究
所
再
整
備
事
業

基
本
計
画
の
検
討
・
策
定

事
業
手
法
の
検
討

設計～工事

○ 基本構想策定後、速やかに基本計画の策定に向けて着手する。

イ 事業の進め方の留意点

基本計画において、効率的かつ可能な限り早期の再整備が可能となるような様々な事業手法と概算コストの

評価・検討を行う。

また、想定施設規模の中で、現状の課題を解決し、必要な機能を強化するために必要な諸室や検査導線、施設

の特性を踏まえた長寿命化などの事業計画の詳細を検討していく。

９

（４）今後のスケジュール等

ア 想定スケジュール

４ 基本構想（案）



５ （参考）今後の進め方（案）と現在の複合施設の方向性

R8年度R7年度R6年度年度

3217～126547～34～63211211109月

基本構想検討
（庁内WG）

庁
議
・議
会

庁
議

（基
本
構
想
の
策
定
）

入
札
・
契
約

（業
務
委
託
）

基
本
計
画
の
検
討

庁
議

（基
本
計
画
策
定
）

基
本
計
画
の
策
定

保
健
医
療

審
議
会

・ 地域対話及び審議会における意見を踏まえた上で、基本構想の策定について改めて庁議に諮る。

・ 基本構想策定後、速やかに基本計画の策定に向けた検討を行う。

地域対話

（１）今後の進め方（案）

関
係
課
長
会
議

衛
生
研
究
所

再
整
備
事
業

事
業
手
法
の
検
討

概
算
事
業
費
試
算

概算事業費
が20億を超
過した場合、
大規模事業
評価を実施
（3～4か月
後ろ倒し）

基
本
構
想
の
策
定

市
議
会
へ
説
明

市
議
会
へ
説
明

１０

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

環境情報センター再編・再整備検討会議において、今後の在り方について検討を行っており、その検討を踏まえ、

移転先についても整理していく。

イ 犬の一時抑留施設

動物愛護センター設置に向けた動物愛護行政の基本的な考え方について決定会議で承認され、今後はその考え

方に基づいて、動物愛護センター基本構想・基本計画の策定に向けた検討を進めるが、その検討の中で、犬の一時

抑留施設の廃止についても整理していく。

（２）複合施設の方向性

ア 環境情報センター

庁
議

（基
本
構
想
の
策
定
）

地域対話後、速やかに基本構想
の策定を進める



（ ）
年 月 日

（様式２）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和7 2 7

案 件 名 津久井総合事務所周辺公共施設再整備事業について

内線

事案概要

公共施設マネジメント推進プラン等に基づく先導的な取組として、老朽化する津久井総合事務所周辺の公共施設の再整備を行うに
当たって、基本方針、基本構想に定める考え方や民間活力導入可能性調査の結果等を踏まえ、再整備後の施設の整備パターン、事
業手法、事業スケジュール等について諮るもの

審議事項

・新たな複合施設の整備パターンを一棟建てとし、事業手法に民間活力を導入することについて
・民間活力導入を前提とした事業スケジュールの見直しについて

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○継続審議とする。

所　　　管 緑
局
区

部 区政策、津久井まちづく
りセンター 課 担当者

事業効果
総合計画との関連

事業効果
　津久井総合事務所周辺の公共施設を含めた公共施設の再編・再整備を行うことで、津久井地
区における地域拠点を創出し、持続可能なまちづくりの実現に寄与する。

効果測定指標 施策番号 46

R6 R7 R8

事業効果
年度目標

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12～

実施
内容

【

★

○「調整会議

○

○

○

○事業効果

○効果測定指

○施策番号

○事業効果年

○事業スケ

○事業経費・

庁内調整

基本計画の検討・策定

設計

PPP／PFI

事業者選定アドバイザ

リー業務委託

部会、

パブ

コメ

大規模事

業評価

仮設設

計・整備

施設

整備

既存施

設解体

測量・地

質調査等



危機管理課、区政推進課、健康福祉総務室、地域包括ケア推進課、津久井高齢・障害者相談課,

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

事業費（総務費） 18,374 2,873 42,379 13,884 395,793 760,268 1,262,511

うち任意分

640,000 897,000

国、県支出金

一般財源 18,374 2,873 42,379 13,884 395,793

その他

120,268 365,511

特
財

地方債

うち任意分

捻出する財源※２

395,793 120,268 365,511一般財源拠出見込額 18,374 2,873 42,379 13,884

元利償還金（交付税措置分を除く）

捻出する財源概要 長寿命化事業費

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施に係る人工 A 1 0 1 1 1 1 1

局内で捻出する人工※ B

必要な人工 C=A-B 1 0 1 1 1 1 1

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期

〇 〇

報道への情報提供 資料提供

パブリックコメント あり 時期 令和7年10月 議会への情報提供 部会 令和7年9月

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

担当者ワーキング
諸室イメージ、整備パターン、導入機能の配置検討、配置イメージ案等（R5年度 6回、
R6年度 2回）

庁内連絡調整会議
諸室イメージ、整備パターン、導入機能の配置検討等（令和5年度 2回、令和6年度 3
回）

備　　考

庁内連絡調整会議構成課（政策課、経営監理課、DX推進課、人事・給与課、財政課、公共建築課、

医療政策課、こども・若者政策課、地域経済政策課、都市建設総務室、生涯学習課、
農業委員会事務局）

外部検討会議 有識者、地域団体等から選出された委員による検討等(令和6年度 4回)

税源涵養
（事業の税収効果）

○事業経費・

○必要人工

○日程等調整

○事前調整、検

基本計画策定に係るR6
予算の繰越（R7.3月補
正）

以降、設計・整備金額は現時点の概算
（順次検討を経て精査）

要求の結果0



庁議におけるこれまでの議論

【事業スケジュールについて】
○（政策課長）基本計画の策定が伸びたことで半年程度スケジュールがずれたことは理解するが、更
に３年スケジュールが伸びた理由は何か。
→（緑区役所区政策課担当課長）基本構想では、基本方針策定時に設定した設計から供用開始まで５
年間というスケジュールを採用していたが、基本構想策定後に改めて民間事業者等に確認した結果、
無理のあるスケジュールだと判明したため、見直しを行った。
○（財政課長）スケジュールが伸びた理由については、誰もが納得できるような説明をしていただき
たい。

【事業手法について】
○（総務法制課長）ＰＦＩ手法とＤＢＯ手法の明確な違いは責任の所在にあると考える。今回ＰＦＩ手法
を選ぶ理由は、最後まで責任を持って事業者に参画してもらうためなど、そういった説明がよいので
はないか。
○（財政課長）ＰＦＩ手法を選択する理由についてだが、昨今の状況では、ＰＦＩ手法とＤＢＯ手法を比較
した場合、今回のようなＶＦＭが出てくることが多い。そういった状況下でＰＦＩ手法を選ぼうとしてい
る本事案は、先行事例となり、今後の指標となるため、しっかり理由を整理していただきたい。
〇（経営監理課長）ＰＦＩ手法を選択する理由を追加で示す場合、どのようなものが考えられるのか。
→（アセットマネジメント推進課長）一般的な比較項目は網羅できていると思われるが、他市事例も調
べるなど、引き続き検討していく。今後はやり方を工夫しつつ、○×表でわかりやすく整理するなど、
表現を検討したい。
○（経営監理課長）ＰＦＩ手法に関する最近の動向は把握しているか。
→（アセットマネジメント推進課長）金利が上がっているためＶＦＭが出にくくなる傾向にある。また、
働き方改革等で、民間も厳しい状況にあると聞いている。

＜＜原案のとおり上部会議に付議する。
　　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。＞＞

調整会議の

主な議論

（1/22）

○調整会議に

○決定会議に

○戦略会議に

○継続審議と

○なお、該当会



1

津久井総合事務所周辺公共施設再整備事業
について

令和７年２月７日（金）

決定会議資料



津久井総合事務所は令和6年で築60年となるなど、老朽化による建替えの検討時期を迎えており、

総合事務所周辺の公共施設を含めた公共施設の再編・再整備を行うことで、

津久井地区における地域拠点を創出し、持続可能なまちづくりの実現を目指すものです。

本事業の目的、経過

年度 内容

H28 ・公共施設マネジメント推進プラン【第２期（R2～11年度）】
→再編・再配置を検討することを位置付け

R３ ・公共施設マネジメント推進プラン・アクションプログラム【リーディングプロジェクト】
→市民対話ワークショップ（有識者、地域団体、高校生、公募市民）

R4 ・「基本方針」策定
→基本理念、５つの方針（視点）、想定スケジュール

・基本構想の検討 ※庁内・市民検討会 （構成員：有識者、地域団体、高校生、公募市民）での検討

R5 ・「基本構想」策定
→対象施設、導入機能、施設規模、整備候補地、整備パターン

R5～6 ・基本計画の検討 ※庁内・外部検討会議（構成員：有識者、地域団体、公募市民）での検討
→整備パターン（絞り込み）、民間活力導入可能性調査、事業手法、概算事業費、管理運営、想定スケジュール

2



検討対象施設の配置状況・建物の状況

津久井地域包括支援センター

延床面積：136㎡
※民間建物を賃借

相模原西メディカルセンター
急病診療所
建築年度：S55
延床面積：544㎡

津久井総合事務所
建築年度：S39-H18
延床面積：2,434㎡

津久井中央公民館・
津久井老人福祉センター
建築年度：S55
延床面積：2,557㎡

津久井保健センター
建築年度：S62
延床面積：941㎡

築４３年 築３６年 築５９年

救急派出所

津久井地域福祉センター

中野小学校

津久井中央公民館

バス停（奈良井）

中野児童クラブ
津久井保健センター

津久井総合事務所

津久井老人福祉センター

中野中学校

津久井方面隊
第２分団第１部

津久井障害者
地域活動支援センター

相模原西メディカルセンター
急病診療所

バス停（津久井合同庁舎前）

バス停
（仲町自治会館前）

橋本

三ケ木

※築年数は令和６年４月１日時点

中野保育園
築４３年

機能 施設

行政
機能

津久井総合事務所

津久井保健センター

津久井地域包括支援センター

相模原西メディカルセンター
急病診療所

市民
活動
機能

津久井中央公民館

津久井老人福祉センター土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

凡例

3

【再編後の施設規模】
基本構想では現状の延床面積の合計
6,612㎡に対して、約5,300㎡を想定
※複合化による延床面積の削減で更新費用
の20％削減を目標



１ー１ 整備パターン これまでの検討状況

基本構想では基本方針や市民検討会での検討結果を踏まえ、整備パターンを次の３案にまとめました。

項目 整備パターン１ 整備パターン２ 整備パターン３

建て方

・現地で庁舎と市民活動
施設を一つにまとめて建
て替える

・駐車場敷地に庁舎を建て
替える
・現地で公民館を市民活動
施設として建て替える

・現地で庁舎とホール、図書
室をまとめて建て替える
・保健センターを改修し、市
民活動施設として利用する

案の狙い
複合化による効果を

最大限発揮
庁舎を土砂災害警戒区域か

ら外す
比較的新しい保健センターの

建物を有効利用

３案の整備パターンの庁内的な評価の実施

・パターン１は基本方針との整合性や管
理運営コストの面で優れる

・パターン２は防災や工事の面で優れる。

・パターン３は建設コストの面で優れる。
ただし、将来的な建替コストや改修によ
る制約が見込まれる

⇒パターン１又はパターン２の２案で民
間サウンディングや施工に関する詳細な
検討を行った上で、最終的な整備パター
ンを決定する

○基本方針との整合・
導入機能の確保

防災の観点ではパターン２が評価できるが、交流や機能性など複数の観点から総合的にはパター
ン１が最も優れている

〇工事に関すること 仮設庁舎が不要となる可能性がある観点でパターン２が最も優れているが、現行の駐車場代替地
の確保や隣接する小学校への影響などの観点で不透明な要素もある

○コストに関すること 建設コストの面ではパターン３、仮設庁舎・移転コストの面ではパターン２、管理運営コストの
面ではパターン１が優れており、詳細なコストの試算が必要

整備パターン
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１-2 土砂災害警戒区域内の整備に係る対策検討について

土砂災害警戒区域（土石流）

土砂災害
警戒区域
（土石流）
（イエローゾーン）

凡例

【土石流想定高さ】20ｃｍ程度

【土石流による力】0.6～0.9kN/㎡

津久井総合事務所事業地における被害の想定
（神奈川県から資料を入手）
●100年に１回の大雨想定雨量（345mm/24時間）とした
場合の計算で事業地の計算結果は次のとおり

土砂災害
特別警戒区域
（急傾斜）
（レッドゾーン）

整備パターン
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【法的整理】
土砂災害警戒区域内における建築では、土砂災害への対策は
法的に必須とされていない

【検討会議】
新たな複合施設を土砂災害警戒区域内に建てることについて、
災害リスクに懸念の声

【本事業の基本方針における災害時の位置づけ】
基本方針２ 暮らしの安全・安心を支える場所
・現地における災害対策の拠点としての業務継続性を確保
・災害時における必要物資の貯蓄や受入れができる安全で

災害に強い施設を目指す

想定される災害時機能 施設

現地対策班 津久井総合事務所

風水害時避難場所 津久井中央公民館・津久井老人福祉センター

救護所 相模原西メディカルセンター

土砂災害への対策は法的に必須とされていないが、災害時機能等を考慮し、土砂災害特別警戒区域（レッド
ゾーン）内での建築行為を参考に、土石流への対策を実施する



比較項目 整備パターン1（１棟） 整備パターン２(２棟) 備考

イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト

概
算
事
業
費

工事（設計、解体、整備） 約56.4億円 約57.4億円
R6長寿命化事業費調査に基づく市概算単価、物
価上昇見込、ＺＥＢ化整備費12％増含む

外構整備、土砂対策、アス
ベスト・杭撤去

約６．１億円 約６．６億円

仮設庁舎 約３.２億円 ー （不要）
約1,000千円/坪、規模1,000㎡
水道引き込み外構整備0.2億

代替駐車場 約０．２億円 約０．２億円 5千円/台、現状規模確保想定

初度調弁 約1.4億円 約1.4億円 庁内事例を参考に試算

小計 約67．3億円 約65．6億円

財
源

市債 約44．９億円 約4５．８億円

一般財源 約2２．4億円 約１９．８億円

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

維持管理運営コスト合計 約２16億円（約2.7億円/年） 約２24億円（約2.8億円） 80年、複合化・ＺＥＢ化による削減分含む

長寿命化・中規模改修費 約５２．２億円 約５３．２億円

複合施設解体費 約２.7億円 約２.７億円 80年後

小計 約２71億円 約２80億円

合計 約３３８．３億円 約３４５．６億円

整備パターン
金額は現時点の試算であり、今後の
検討の中で変わる可能性があります１-3 整備パターン コスト比較

6
※維持管理運営コストは公共施設カルテの実績額を基に算定（物価上昇は見込んでいない）



【内部検討】

＜定量的な評価＞
・総合的な財政負担となる80年のトータルコストの比較では、整備パターン１（１棟建て） の方が 7億円程度 有利となる

＜定性的な評価＞
・ １棟建ては２棟建てよりも、施設の共用部等を最小限にできることや施設の管理のしやすさの観点から優れている
・相模原市公共施設マネジメント推進プランにおける集約化・複合化による考え方、基本方針との整合が図られる

【民間サウンディングを踏まえた民間事業者等からの意見】

・整備パターン１（１棟）が市民の利便性・屋外広場や駐車場の確保・施工のしやすさの観点を踏まえ、整備パターンとして望ま
しいとの意見が最も多い
・１棟に集約化することで余剰地を確保しやすく、それにより屋外広場や駐車場用地の確保がしやすい

・コストや機能比較、民間サウンディング意見を踏まえ 整備パターン１を整備方法とする。
 土砂災害警戒区域内における整備に当たって、土石流等の災害対策を実施する

【整備パターン】
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整備パターン１-４ 整備パターンの絞り込み



事業手法

区分 従来手法 ＰＦＩ手法 ＤＢＯ／ＤＢ＋Ｏ手法

財政負担
VFM

10,185,000千円 9,942,000千円

約2.4％（約－2.4億）
9,707,000千円 ／ 9,698,000千円

約4.7％（約－4.7億）／約4.8％(約－4.8億)

※VFM算定条件 ： 事業期間15年間。コスト縮減率：整備費10％、維持管理費5％

参画
しやすさ

分離発注により地元企業も参画しやす
い

設計から管理運営までSPC（特別目的会社）組成が
必要、出資が必要

設計から管理運営まで（DB+Oは設計・建設）
企業体の組成が必要

事業
安定性

・金融機関のモニタリング機能は働か
ない
・企業が倒産や撤退する可能性がある

・金融機関のモニタリング機能が働く
・SPCの設立により倒産や撤退リスクが低い

・金融機関のモニタリング機能は働かない・
企業体の構成員が倒産や撤退する可能性がある

支出
平準化

市債の活用により財政負担を平準化 市債の活用に加え、市債対象外経費についても民間
資金の活用により財政負担を平準化

市債の活用により財政負担を平準化

法的根拠 法令に則って手続き 法令（PFI法）に則って手続き 一体契約に基づく法的根拠がなく、既存の法令に則っ
て手続きを行う

サービス
の向上

分離・仕様発注により民間ノウハウの
活用は限られる

・性能発注による民間ノウハウの活用が期待される
・契約が長期間固定されるため、事業環境の変化に対
応し難い

・性能発注による民間ノウハウの活用が期待される
・契約が長期間固定されるため、事業環境の変化に対
応し難い

事務負担
準備期間

・市費支弁に係る請負工事のため、設
計や工事に監督員の配置が必要
・分離発注の都度、発注準備が必要

・市費支弁に係る請負工事ではないため、設計や工
事に監督員の配置は不要であるが、要求水準を満た
しているかの確認が必要
・募集時点で、運営を見据えた要求水準の作成が必要

・市費支弁に係る請負工事のため、設計や工事に監督
員の配置が必要。加えて要求水準を満たしているかの
確認も必要
・募集時点で、運営を見据えた要求水準の作成が必要

参入意欲 ― 5社 （複数回答） 9社／6社 （複数回答）

VFMは現時点の試算であり、今後の検討の中で変わる可能性があります

２-１ 従来手法と民間活力活用手法の比較

R6.12.26付「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法における事業手法検討の考え方について（通知） 」（アセットマネジメント推進課発）を踏まえ、比較
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9

事業手法

（参考）民間事業者の意向
※サウンディング型市場調査（令和６年６月）対話参加者：１１社（建設業者、施設維持管理業者、その他）

■対話概要

対話内容 意向 備考

整備手法 ・DBO： 9社
・DB+O（DB＋指定管理）：6社
・PFI(BTO手法) ：5社

維持管理運営期間 ・5年：2社
・10年：3社
・15年：9社
・20年：3社

継続的・安定的な事業運営の観点から15年程度が妥当との意見が多
かった
※利用者ニーズにより利用方法変更可能な点でDB+指定管理者制度
が良いのではとの意見もあり、その場合は５年以上

参加意向 ・参加したい ：2社
・条件次第で参加したい：9社

物価高騰への対応要望、働き方改革に係る法改正等による工期遅延へ
の懸念意見あり

付加価値機能に係る意見 賑わい創出やカフェ等の事業は常設での
自主事業では採算性が確保困難

・財政負担の軽減や民間事業者の参加意向等を総合的に判断し、複合施設の整備から維持管理まで、民間ノウハウを活用し、
効率化とサービスの向上を図るよう、事業手法として民間活力を導入することを基本に、検討を進める。

・事業を進めるに当たっては、SPCの組成や金融機関のモニタリングの観点から事業の安定性が図られ、事務負担の軽減
が期待できるPFI手法を基本とし、今後の事業者選定に向けたアドバイザリー業務において更なる検証を行う。

２-２ 民間事業者の意向調査結果
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事業スケジュール３-1 事業スケジュール

※民間活力活用手法

●基本計画について年度内の策定が困難となり、来年度、令和７年１１月までかかる見込み
【要因】
・基本計画策定検討会議での外部委員の意見を受けて、土砂災害警戒区域指定のある事業用地に係る土砂災害の想定や影響等を指定
元の神奈川県へ調査することや、事業用地内の道路付け替えによる敷地の一体的利用を検証する必要が生じた

●令和6年度のサウンディング型市場調査で聴取した施工業者の働き方改革（４週８休確保）による影響や仮設庁舎整
備を始め各工程に必要な期間を改めて見直し

⇒結果、基本方針や基本構想で目標としていた供用開始時期 令和１１年度を令和１４年度へ見直す
 ※各工程において可能な限り工期短縮を検討していく

R6 R7
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

基本計画検討

大規模事業評価

オープンハウス
（公民館まつり）

庁
議

庁
議

部会報告

パブ
コメ

基本
計画案

基

本

計

画

策

定

基本計画
報告会
（仮）

測量・
地質
調査
委託

アドバイザリー
業務委託

事業者
選定

入
札
公
告

整備
パターン、
事業手法

事

業

契

約

議
決庁内検討

（要求水準書等）
移転

既存解体
設計・調査

新たな複合施設設計
（基本・実施）（２４か月）

公民館休館期間
仮設庁舎稼働期間（３８か月）

新たな複合施設設計
整備工事（２４か月）

移転

供用
開始

仮設庁
舎解体・

広場
駐車場
整備

仮設庁舎
設計・整備

既存建物
解体工事
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事業スケジュール３-２ 事業費想定

令和７年度
・基本計画策定 2，873千円

令和８年度 業者見積による想定
・測量委託 7，588千円  ・地質調査 6，743千円
・アドバイザリー業務委託等（１年目） 28，048千円

令和９年度
・アドバイザリー業務委託等（２年目） 13，884千円

以降、契約締結
設計・仮設庁舎整備（※）・既存施設解体・整備開始
※近隣の未利用資産見込みの市有財産等の活用を検討（必要に応じて改修）

【今後の事業費想定】



第２４回 決定会議 議事録                    （様式４） 

令和７年２月７日 

１ プラスチック一括回収への対応について 

【環境経済局 資源循環推進課】 

 

（１）主な意見等 

○（ 総務局長） 製造販売者の責務と し て自主回収と 再製品化があるが、 でき るだけ本市が回

収する負担の軽減も 含め、 自主回収を 促進する取組について伺う 。 ２ 点目と し て、 市が再
商品化する際の歳入は無いのか伺う 。 ３ 点目と し て、 収集日の考え方について、 ペッ ト ボ

ト ルと 通常のプラ スチッ ク を 別の日に回収するこ と になると 、 ほぼ毎日集積場にゴミ があ
る状況と なる。 例えば資源回収の日にペッ ト ボト ルの回収を 行う など、 収集日を少なく す

る考えがあるか伺う 。  

→（ 資源循環推進課長） 製造販売者の自主回収について、 一義的には国が働き かけを 行う

こ と になっ ているが、 市が事業者に接触する 際にも 積極的に働き かけていき たい。 ２ 点

目について、再商品化に係るプラ スチッ ク の量に対し 、特別交付税の対象と なっ ている。

３ 点目について、 回収する種類によっ て車両が異なるこ と から 、 車両が不足する ため検 

討の結果、 収集日を 分ける案と し た。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 現状では容器包装プラ ごみの中に４ ３ ０ ト ン

のペッ ト ボト ルが混入し ていると 推計し ている。 仮に、 こ れをし っ かり と 分別し 再資源

化するこ と で３ ， ０ ０ ０ 万円程度の歳入確保につながると 考えている。 また、 一例であ

るが、 ２ ０ ３ １ 年にはＥ Ｕ で販売する自動車では樹脂部品の２ ５ パーセン ト を再生プラ

スチッ ク と する規制が始まる 予定であり 、 国内自動車産業全体で３ ０ 万ト ンの再生プラ

スチッ ク が必要と なる想定に対し 、 現時点では総量で４ 万ト ンに留まっ ている。 こ う し

た状況の中、 本市では現在容器包装以外のプラ スチッ ク を 焼却し てし まっ ており 、 今後
の再生プラ スチッ ク 市場活性化を見据えた取り 組みが必要になると いう 背景を補足さ せ

ていただく 。  
〇（ 財政局長） 中間処理事業者は市内に何社あるのか。 中間処理の施設整備について市はど

のよう に拠出するのか。  
→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） ２ 社である。 事業者が整備し 、 委託費に上乗

せし て算定さ れる想定である。  

〇（ 市長公室長） 市内２ 社の「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 に係る 施設設置許可の

期限を考慮し た時、 収益と の兼ね合いで事業の縮小や撤退と なっ た際の想定はあるか。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 事業者と の日頃のコ ミ ュ ニケーショ ンの中で

は、 そう し た話は聞こ えてこ ないが、 も し も の際には近隣の事業者に新たに許可を 出す

こ と 等で対応し たい。  

〇（ 市長公室長） 今後、 経営状況だけでなく 、 マンパワーの問題で事業の縮小や撤退と いっ

た想定も 必要と 考える。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 確かに、 収集運搬の担い手が見つかり にく い
と いう 課題は聞こ えてく るが、 一方で、 それを 理由と し た事業縮小や撤退の話も 聞こ え

てはこ ない。 都内の動向も 参考に、 市民サービスの低下に繋がら ない範囲で外国人労働
力の活用なども 想定し 、 担い手の確保についても 事業者と 取り 組んでまいり たい。  

○（ 財政局長） 事業自体の必要性と は別に、 収集日のパタ ーンごと の事業費の想定や、 中間
処理事業者の体制により 想定さ れる手法など、 先を 見据えた事業主体の構築をし ていただ

き たい旨、 意見と する。  
〇（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 事業手法にも よるが、 いずれにし ても 事業費を要する 中

で、 ごみの有料化についても 整理する必要があるのではないか。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 前提と し て、 家庭ごみに関し ては受益者負担

の考え方は法律上も 想定し ていない。 ごみ処理は自治体の当然の事務である。 ごみの有

料化の実施可否の判断基準は、 ごみの削減に繋げるかと いう 一点のみであるこ と から 、

今回の事業に経費がかかるから と いう 点で、 ごみの有料化を 議論すると いう 事は法的に

も ふさ わし く ない点はご理解を いただき たい。 その上で、 ごみの有料化を 実施し ている
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他の自治体の状況を 検証すると 、間違いなく ごみの減量に繋がっ ていると 承知し ている。

こ う し た点を 踏まえ、 実施可否も 含めて審議会でも 議論さ せていただいている。 ごみの

有料化は改めて、 議論さ せていただき たいと 考えている。  

なお、 現状と し て、 本市のごみは年々減っ ていると いう データ がある。 また、 過去の市

議会での質問に対し ても 、 ごみが減ら ない状況への対応策と し てごみの有料化の検討を

答弁し てき た経過がある。 ごみの有料化についてはこ う し た点の整理も 必要と 考えてい

る。  
〇（ 市長公室長） ごみが減っ ている理由は何か。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 様々な分析があるが、 分別意識の高まり や、
高齢化の影響も あると 考えている。 こ れは全国的な傾向と 捉えている。 今回のプラ スチ

ッ ク 一括回収への対応によっ ても さ ら なるごみの減量につながるが、 最終処分場の延命
化などに向けてはより 一層の減量化が必要だと 認識はし ている。  

〇（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 有料化の可否についての議論の結果、 有料化をし ないと

決定でき た際には、 その決定をＰ Ｒ し ていく こ と も 有効と 考える旨、 意見と する。  

〇（ 市長公室長） 意思決定はいつまでに実施する必要があるのか。  

〇（ 資源循環推進課長） 事業者の施設整備スケジュ ールを 考えると 、 令和７ 年４ 月く ら いに

は決定し たいと 考えている。  

〇（ 市長公室長） 意思決定に際し ては、 ごみの有料化の議論の進捗と 、 社会的な要因等から

減量が進んでいる状況や担い手が減っ ている 中での長期的な事業実施の課題等を 、 併せて

説明し ていく 必要があるのではないか。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 有料化に関し ては、 審議会での議論が令和７
年４ 月から ５ 月あたり に取り まと める予定であるが、 途中経過を 説明さ せていただく 。

廃掃関係の取組は全体的に繋がっ ているので、 全体像で説明し たいと 考えている。  
〇（ 総務局長） 戸別収集の議論も セッ ト で考えているか。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 審議会でも 有料化と 戸別収集は分けて議論し
ている。 審議会の意見を取り まと めた後、 市と し て実施の可否や時期等を 決定し ていく

も のと 考えている。  
〇（ 市長公室長） プラ スチッ ク 一括回収単独で考えると 良い取組だと 理解するが、 有料化や 

戸別収集を 含め、 廃掃行政の全体像について今まで議論を し た経過がないのではないか。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 一般廃棄物処理基本計画と し て全体像は示し

ていると 考えている。  

〇（ 市長公室長） 計画で示し ているこ と は承知し ているが、 意思決定には事業レベルでの議

論の必要性も 感じ ている。 全体像を ロード マッ プで示す必要性を想定し ている。  

→（ ゼロカ ーボン・ 資源循環推進担当部長） 承知し た。  

〇（ 市長公室長） 今回の事案であるプラ スチッ ク の一括回収については了と し た場合、 その

他の清掃行政に関わる課題を どう 整理し ていく かが課題と 考えている。  

〇（ 財政局長） 事業スキーム等については別途調整さ せていただく 。  
 

 
（２）結 果 

○原案のと おり 承認する 
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２ 衛生研究所再整備基本構想の策定について 

【健康福祉局 衛生研究所】 

 

（１）主な意見等 

○（ 総務局長） 人員の増については、 検査機能の強化に伴う も のか。  

→（ 衛生研究所長） そのと おり である。 なお、 環境保全に関する調査事務については、 環

境経済局から 人と と も に事務移管さ れるも のと 整理し ているため、 今回の要求人数には

含めていない。  

○（ 財政局長） こ の庁議で策定内容を 決めるのか、 地域に説明に入るこ と を決めるのか。  

→（ 衛生研究所長） こ の基本構想案を も っ て、 地域に説明に入るこ と である。  

→（ 政策課長） 今回はキッ ク オフ であり 、 こ こ まで庁内検討を 進めてき たが、 有識者等の

意見を も ら いながら 基本構想を 策定し ていく こ と 。 また、 その過程において地域に説明

に入り 、 調整し ていく こ と を決めるも のである。  

○（ 市長公室長） 地域に説明に入るにあたり 、 候補地と する理由が十分に立っ ているか。  

→（ 総務局長） 庁内検討だけでなく 、 第３ 者の客観的な意見を 取り 入れながら 候補地を 決
める必要があるのではないか。 衛生研究所が迷惑施設と 捉えら れるかは分から ないが、

市民に開放さ れ、 地域にと っ て有益なも のと は捉えら れないと 思われるため、 候補地の
選定は慎重に進めるべき と 考える。  

→（ 市長公室長） 地域説明に入る前に、 まず保健医療審議会において意見を も ら う など、
地域説明に入るまでの流れを再度検討し ていただき たい。  

○（ 総務局長） 複合施設である環境情報センタ ーについての検討状況はいかがか。  

→（ アセッ ト マネジメ ント 推進課長） 環境情報センタ ーと し て、 場所が必要なのか、 機能

のみ残せばよいのかなど、 別途議論を 進めている状況である。  

 

 

（２）結 果 

○継続審議と する。  
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３ 津久井総合事務所周辺公共施設再整備事業について 

【緑区役所区政策課、津久井まちづくりセンター】 

 

（１）主な意見等 

○（ 総務局長） スケジュ ールが３ 年程度遅れると のこ と だが、 変更前のスケジュ ールは。  

→（ 緑区役所区政策課長） 基本計画を 令和６ 年度中に策定し 、 令和７ 年度から 令和１ １ 年

度の５ 年間で設計・ 工事を行う 予定だっ たが、 基本計画の策定が半年程遅れている。  

→（ 総務局長） スケジュ ールの変更後でも 工期の長さ は変わら ないのか。  

→（ 緑区役所区政策課長） 変更前のスケジュ ールは従来手法での事業実施を 想定し ていた。

民間活力導入検討に伴い、 工期の部分は変わら ない想定だが、 アド バイ ザリ ー業務委託

等を 行う こ と になっ たため、 スケジュ ールが延びる。  

→（ 総務局長） 基本計画の策定に係る半年程度の遅延と 、 民間活力導入検討に伴う 諸手続

き により 、 ３ 年程度スケジュ ールが遅れると いう こ と か。  

→（ 緑区役所区政策課長） 慢性的な人員不足や資材調達の遅れ等の他の要因も あるが、 そ

のと おり である。  
○（ 総務局長） スケジュ ールの変更についてはどのよう に地域に説明し ていく 予定か。  

→（ 緑区役所区政策課長） 今月中に外部検討委員会があるため、 現段階での基本計画案を
共有すると と も にスケジュ ールの変更について説明する。 再編対象と なる 施設には公民

館等も 入っ ているので、 一般の方が集まるイ ベント でも 説明を し たい。  
○（ 総務局長） 当該施設は土砂災害警戒区域に入っ ているため、 可能な限り 対策等について

検討し ていただき たい。  

○（ 財政局長） 相模湖や藤野の総合事務所はこ う いう 形で整理するから 、 その結果、 津久井

総合事務所にはこ う いう 機能を 持たせる必要がある と いっ たよう な、 津久井地域全体を見

ながら の機能の整理や議論はし てき たのか。  

→（ 緑区役所区政策課長） 津久井地域全体を 見据えた機能の整理や議論はし ていない。 相

模湖と 藤野の総合事務所の在り 方は別途検討を行っ ている。  

→（ 財政局長） も っ と 広い範囲や広い視点での議論を し ないと 、 行政機能の位置づけが整

理でき ず、 津久井総合事務所の機能の検討も でき ないのではないか。  

→（ 緑区役所区政策課長） それぞれの総合事務所はまちづく り の重要な拠点と し て位置付

けら れているため、 一足飛びで統合と いう 方向に舵を 切るこ と はでき ない。  

→（ 財政局長） 今後、 人口が激増するよう な地域や時代ではないので、 津久井地域の３ つ
の総合事務所の在り 方検討は、 それぞれを単体で行う のではなく 、 一括し て考える必要

があるのではないか。  
○（ 財政局長） 説明資料６ ページに掲載のある概算コ スト の積算方法については、 資料上ど

こ を 見ればよいのか。 積上げの根拠がないと 議論になら ない。  

→（ 緑区役所区政策課担当課長） 参考資料の２ ページに想定さ れる機能の一覧があり 、 こ

れら を 積み上げた現状の想定面積に、 長寿命化施設整備に係る単価を掛け合わせた後、

物価高騰の影響等を踏まえて金額を 算出し た。  

→（ 財政局長） 機能はどの段階で決定し たのか。  

→（ 政策課長） 今回の審議事項は基本構想にある３ パタ ーンのう ち １ 棟建てのパタ ーンを

選ぶと いう こ と と 、 スケジュ ールの遅延についてである。 詳細な施設の規模感や機能に

ついては、 今後、 基本計画の策定時に審議するも のであり 、 今回はあく までも 参考と し

て想定さ れる規模感を示し ていると いう 認識である。  

→（ 財政局長） 審議事項ではないのであれば、 参考資料から 削除し て欲し い。  

○（ 総務法制課長） 施設の位置付けや、 市民活動施設と の住み分けを し っ かり 検討し たう え

で基本計画の策定を進めていただき たい。  

○（ 市長公室長） 人手不足が理由でスケジュ ールが遅延すると いう のはどう いう こ と か。  
→（ 緑区役所区政策課長） 今年度実施し た事業者から のヒ アリ ングにより 、 当初より も 時

間を要するこ と が分かっ た。 本来なら 、 基本構想の策定時にスケジュ ールの見直し を し
ておく 必要があっ た。  



第２４回 決定会議 議事録                    （様式４） 

→（ 市長公室長） 事業者は慢性的な人手不足にある。 他の案件はスケジュ ールどおり 進め

ら れているのに、 本件のスケジュ ールだけが後ろ にずれるのは整合が取れない。  

→（ 緑区役所区政策課担当課長） 津久井総合事務所は一部イ エローゾーン がかかっ ている

ため、 万が一に備え、 レッ ド ゾーンと 同等の対策を実施するための調整や、 総合事務所

前の市道の付け替えに関する協議に時間を 要し た。  

→（ 財政局長） 令和６ 年度予算を 令和７ 年度に繰り 越すこ と についてはそれで説明がつく

が、 そのあと の３ 年間のスケジュ ール遅延の理由にはなら ない。 人手不足は全市的にも
共通する状況であるのだから 、 本件だけが遅れる理由にはなら ない。  

→（ 総務局長） 基本計画の策定が半年程度遅れたのは県と の調整によるも ので、 今後の３
年間の遅れは、 当初は予定し ていなかっ た民間活力導入検討を 行う こ と になり 、 必要な

行程が増えたため、 結果と し てスケジュ ールが延びると いう 話ではないのか。  
→（ 緑区役所区政策課長） 最近では、 従来手法でも 民間活力導入手法でも 、 時間的な差は

出にく く なっ ていると 聞いている。 そう いっ た時流の変化を 見込んで見直し を し なけれ

ばなら なかっ たが、 見込みが甘く 、 考慮でき ていなかっ た。  

○（ 政策課長） 調整会議の議論では、 財政課長から 皆が納得でき る説明を し てほし いと いう

宿題が出ていた。 今の説明だと 理解が得ら れない。  

○（ 市長公室長） スケジュ ール遅延の話は承認でき ない。 も う 一度内容を整理し たう えで再

度決定会議に付議し ていただき たい。  

→（ 緑区役所区政策課長） 承知し た。 各課にはご助言を お願いし たい。  

○（ 総務局長） 適切な助言のためにも 、 原因や課題をき ちんと 整理し た方がよい。  

→（ 緑区役所区政策課長） 本来であれば、 基本計画策定業務委託の予算を 計上するタ イ ミ
ングでスケジュ ールの見直し を行う べき だっ たが、 本件については、 当初の想定スケジ

ュ ールどおり に事業を実施するために、 当初予算ではなく 補正予算を計上し 、 スケジュ
ールの見直し は行わない整理と し たも のである。  

○（ 市長公室長） アド バイ ザリ ー業務委託は必ず実施し なければなら ないのか。  
→（ 緑区役所区政策課長） 民間活力導入検討の際には実施が必要である。  

→（ 市長公室長） 事業者側のメ リ ッ ト が少ない場合、 当然ながら 参入事業者は出てき にく
い。 説明資料９ ページの常設のカ フ ェ 等は採算性の確保が困難と いう コ メ ント を 考慮す

ると 、 アド バイ ザリ ー業務委託を 行っ たも のの、 参入事業者がいないと いう 結果になる

のではないか。 事前のサウン ディ ング調査の段階ですでにそう いっ たコ メ ント が出てい

るのであれば、 従来手法による事業実施の可能性についても 改めて整理いただき たい。  

→（ 緑区役所区政策課長） 説明資料８ ページで示し ていると おり 、 Ｐ Ｆ Ｉ 手法やＤ Ｂ Ｏ 手

法の場合でも 複数の事業者から 参入意欲あり と いう 回答が出ているため、 現段階では、

民間活力導入に向けた検討を し ていき たい。  

○（ 市長公室長） 事業者側から 見たこ の事業のメ リ ッ ト はどこ になるのか。  

→（ 緑区役所区政策課長） 施設整備だけでなく 、 その後の管理運営や賃借料の部分にメ リ

ッ ト があると 考える事業者も いるのではないか。  
→（ 市長公室長） 施設の維持管理だけで採算が取れるのか。  

→（ 財政部長） そも そも の契約金額を 上げる など、 施設の維持管理で採算を 取るよう な手
法を取ら れるのは好まし く ない。 カ フ ェ などの採算性の高い施設の常設が難し いと なる

と 、 市の庁舎の再整備に民間活力導入を 検討する必要があるのか疑問である。  
→（ アセッ ト マネジメ ント 推進課長） 確かに大き なメ リ ッ ト は出にく いが、 設計から 工事

までを一体で取り 組む場合は事業の効率化を 図るこ と ができ ると 考えら れる 。 総事業費
が１ ０ 億円以上と なる見込みの事業については、 市の PPP/PFI 手法導入優先的検討方針

に基づいて民間活力導入検討を行っ ていただいているが、 明確な理由があれば従来手法

を 選択するこ と も 可能である 。 なお、 アド バイ ザリ ー業務委託は引き 続き 民間活力導入

検討を 行う 場合は必須だが、 従来手法を 選択する場合は省略でき る。 ただし 本事業にお

いては、 アド バイ ザリ ー業務委託の有無によ り スケジュ ールに大き な差は出ないと 考え

ている。  

○（ 市長公室長） アド バイ ザリ ー業務委託を 実施し ても 、 結果と し て参入事業者が出てこ な
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いのではないかと 危惧し ている。 施設の元々の性質上、 施設管理だけで採算性を 取るのは

難し い。 改めて民間活力導入手法と 従来手法の比較をし ていただき たい。  

 

 

（２）結 果 
○継続審議と する。  
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